
○犯罪被害者支援制度に係る公費支出要領の制定について
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第９ その他

第１ 目的

この要領は、犯罪行為により被害を受けた被害者及びその遺族又は家族（以下「犯

罪被害者等」という。）に対する各種支援制度に係る公費支出に関し必要な事項を定

め、犯罪被害者等の経済的負担及び精神的被害の軽減を図るとともに、捜査への協力

を確保することを目的とする。

第２ 犯罪被害者支援制度の区分

この要領における犯罪被害者支援制度の区分は、次のとおりとする。

(1) 犯罪被害者等に対する診断書料等支出制度

犯罪被害者が警察に提出する診断書作成に要する経費（以下「診断書料」とい

う。）及び診断書を作成するために受診した際の診察料（以下「診察料」という。）

並びに遺族が警察に提出する死体検案書作成に要する経費（以下「検案書料」と

いう。）を支出する制度をいう。

(2) 精神科医等による犯罪被害者支援に係る支出制度

精神科医、臨床心理士、公認心理師等（以下「精神科医等」という。）による

犯罪被害者等への支援に係る謝金等を支出する制度をいう。

(3) 性犯罪被害者の緊急避妊等経費支出制度

性犯罪被害者の医療機関の診察に伴う初診料、診断書料、検査費用、緊急避妊

費用及び人工妊娠中絶費用（以下「緊急避妊等経費」という。）を支出する制度

をいう。

(4) 司法解剖後の遺体修復及び遺体搬送経費支出制度

司法解剖（刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）の規定に基づき、鑑定処

分許可状を得て行う解剖をいう。以下同じ。）に付した遺体について、その遺族

（犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和５

５年法律第３６号）に規定する遺族、民法（明治３１年法律第９号）に規定する



親族、監督責任を有する者その他関係者をいう。以下同じ。）が修復することを

承諾した修復に要する経費（以下「遺体修復経費」という。）及び遺族の指定す

る場所までの搬送に要する経費（以下「遺体搬送経費」という。）を支出する制

度をいう。

(5) 被害直後における犯罪被害者等への一時避難場所借上料支出制度

被害直後における犯罪被害者等への一時避難場所の借上げ（以下「一時避難措

置」という。）に要する経費（以下「一時避難場所借上料」という。）を支出す

る制度をいう。

(6) ハウスクリーニング経費支出制度

犯罪被害者等の自宅が犯罪行為の現場となった場合におけるハウスクリーニング

に要する経費（以下「ハウスクリーニング経費」という。）を支出する制度をいう。

第３ 犯罪被害者等に対する診断書料等支出制度

１ 支出対象事件

診断書料及び診察料（第５の４に規定する支出額に係るものを除く。）又は検案

書料（以下「診断書料等」という。）の支出対象事件は、次に掲げる罪名の身体犯

とする。

ア 殺人（未遂を含む。）

イ 強盗致死傷

ウ 強盗・不同意性交等致死

エ 不同意わいせつ等致死

オ 逮捕等致死

カ 傷害致死

キ 傷害のうち、全治１か月以上の重傷を負ったもの

ク その他事件の内容、犯罪被害者等の置かれた状況等を踏まえ、診断書料等を

警察で負担することが必要であると事件の捜査を担当する所属長（以下「所属

長」という。）が認めたもの

２ 支出基準

(1) 診断書料等は、１の支出対象事件の犯罪被害者等であって、事件立証上診断書

又は死体検案書の提出を求めることが必要な場合で、かつ、次のいずれかに該当

するときを除き、支出するものとする。

ア 犯罪被害者等がこの制度の利用を辞退したとき。

イ 犯罪被害者と加害者との間に親族関係があるとき（親族関係が破綻していた

と認められる事情があるなど相当な理由がある場合を除く。以下同じ。）。

ウ 犯罪被害者に当該犯罪行為を容認する行為があったとき。

エ 犯罪被害者に暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為があったとき。



オ 犯罪被害者が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認め

られる組織に属していたとき。

カ 被害の軽重を問わず、相互が被疑者と認められるとき。

キ その他支出することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(2) （１）アからカまでに定める事由がある場合において、この定めにより診断書

料等を支出しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があると

きは、この定めにかかわらず、診断書料等を支出することができる。

３ 支出額

支出額は、原則として所属長が提出を受けた１通分の診断書料等の実費額とする

（治療費等を除く。）。ただし、診断書については、捜査上の必要から２通以上を

提出させる場合には、その必要な通数の診断書料及び診察料を支出することができ

る。

４ 支出手続

診断書料等の支出は、原則として犯罪被害者等への口座振込とする。ただし、犯

罪被害者等が医療機関に診断書料等を支払っていないときは、医療機関への口座振

込とすることができる。

ア 犯罪被害者等への口座振込の場合

(ｱ) 所属長は、２の支出基準に該当し、診断書料等の支出が必要と認めたとき

は、診断書料等支出申請書（第１号様式。以下「診断書料等申請書」という。）

を作成し、医療機関が発行した当該診断書料等の領収書を添付の上、警務部

警務課長（以下「警務課長」という。）を経由して速やかに警察本部長（以

下「本部長」という。）に送付するものとする。ただし、亡失等により、診

断書料等の領収書を添付することができない場合は、医療機関に対して診断

書料等の金額を確認し、その結果を診断書料等申請書に記載するものとする。

(ｲ) 警務課長は、支出が妥当か否かの判断を速やかに行い、その結果を所属長

に回答するものとする。

(ｳ) 支出が妥当との回答を受けた所属長は、犯罪被害者等から診断書料等請求

書（第２号様式）を徴し、速やかに警務課長に送付するものとする。

(ｴ) 警務課長は、診断書料等請求書の送付を受けたときは、その内容を確認し、

支出手続を行うものとする。

イ 医療機関への口座振込の場合

(ｱ) 所属長は、２の支出基準に該当し、診断書料等の支出が必要と認めた場合

において、医療機関への口座振込をしようとするときは、医療機関に、犯罪

被害者の診断書料等の金額を確認した上で、診断書料等申請書を作成し、警

務課長を経由して速やかに本部長に送付するものとする。



(ｲ) 警務課長は、支出が妥当か否かの判断を速やかに行い、その結果を所属長

に回答するものとする。

(ｳ) 支出が妥当との回答を受けた所属長は、医療機関に警察で負担する費用に

ついて説明した上で、医療機関から診断書料等請求書を徴し、その内容につ

いて検収した上で速やかに警務課長に送付するものとする。この場合におい

て、診断書料等請求書の内容を充足するものであれば、様式は問わないこと

とする。

(ｴ) 警務課長は、請求書の送付を受けたときは、その内容を確認し、支出手続

を行うものとする。

５ 運用上の留意事項

(1) この要領にいう「死体検案書」は、１の支出対象事件の犯罪被害者のうち、司

法解剖に付したものに係る死体検案書に限られるので留意すること。

(2) ２（２）の定めの適用に当たっては、例えば離婚調停中の夫婦間において、夫

が妻に長期にわたり繰り返し暴力を振るうなどの状況がみられ、妻がシェルター

で保護されたり、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号）に基づく保護命令に違反して夫が暴行を加えるなどの事

実が認められた場合において、夫婦関係が存在していたといえども妻が診断書料

等の支給要件を満たしたときなどは、積極的に検討すべきと考えられ、当該事案

に該当する事案、児童虐待等事案（児童虐待、高齢者虐待及び障害者虐待をいう。）

等この定めの適用を検討すべき事案が発生した場合は、その適用の可否について、

警務課長と協議すること。

第４ 精神科医等による犯罪被害者支援に係る支出制度

１ 支援対象者

支援対象者は、犯罪被害者等のうち、精神的被害及び犯罪被害に起因する不安や

悩み等が深刻であり、これらの解消及び軽減を早期に図るため、精神科医等による

診療及びカウンセリング（以下「カウンセリング等」という。）を要すると認めら

れる者であって、支援を希望するものとする。

２ 支援実施者

カウンセリング等の実施者は、本部長が委嘱した精神科医等（以下「委嘱精神科

医等」という。）又は支援対象者が自ら選定した精神科医等（以下「選定精神科医

等」という。）とする。

３ 支援申請の手続

(1) 所属長は、当該事件の犯罪被害者等が精神科医等による支援を要すると認めた

ときは、犯罪被害者等の同意を得た上で、精神科医等支援申請書（第３号様式）

により警務課長を経由して速やかに本部長に申請するものとする。



なお、申請に当たっては、事前に当該事件の捜査を主管する警察本部の所属長

（以下「事件主管課長」という。）と協議するものとする。

(2) 警務課長は、支援の必要性を判断し、その結果を当該所属長に回答するものと

する。

(3) 回答を受けた所属長は、４又は５により支援の実施手続をとるものとする。

４ 委嘱精神科医等による支援

(1) 実施手続

ア 警務課長は、委嘱精神科医等に対し支援を依頼した後、所属長に支援を実施

する委嘱精神科医等について連絡するものとする。

イ 当該所属長は、当該精神科医等と支援日時、場所等について調整するものと

する。

ウ 委嘱精神科医等は、支援を実施した支援対象者が医療機関（精神科等）の診

療を必要と認めた場合は、適切な医療機関に引き継ぐものとする。

警務課長は、医療機関へ引き継ぎを実施した際は、精神科医等支援申請書の

備考欄に引き継ぎを判断した日、引継医療機関名等の必要事項を記載しておく

こと。

エ 所属長は、支援実施結果表（第４号様式）を作成し、委嘱精神科医等による

支援を実施した都度、支援実施状況を記載し、委嘱精神科医等から、確認の署

名又は押印を受け、支援を実施した時間及び回数を確実に管理するものとする。

オ 委嘱精神科医等に依頼する際、委嘱精神科医等に係る支払は、医療行為に

対する医療費を公費で負担するものではなく、支援行為に対して謝金を支払

うものであることを説明しておくこと。

カ 本制度により精神科医等に支払われる謝金については、課税対象外である

ことから、所得税の源泉徴収は要さない。

(2) 謝金等の支出手続

ア 謝金の支出に関する事務については、次により警務課長が処理するものとす

る。

(ｱ) 委嘱精神科医等に対し支給する謝金の単価は、当該年度の予算容認単価と

する。

(ｲ) 委嘱精神科医等による支援は、支援対象者１人当たり必要と認められる支

援回数を実施する。

(ｳ) 対象期間は、原則として初診日から３年間とする。

(ｴ) 謝金の算定の基礎は、委嘱精神科医等が実際に支援対象者に対し支援を実

施した時間及びその前後の職員との打合せに要した時間とし、休憩時間及び

派遣のために要した移動時間は除くものとする。



なお、支援１回につき、その実施時間に１時間未満の端数時間が生じたと

きは、３０分以下は０．５時間とし、３０分を超える場合は１時間として計

算するものとする。

(ｵ) 所属長は、支援を実施した都度、４（１）エに定める支援実施結果表の内

容を確認し、証明を行うものとする。これに基づき、支払調書（第５号様式）

を作成し、当該支援実施結果表を添付して警務課長を経由して本部長に送付

するものとする。

イ 旅費の支給に関する事務については、次により所属長が処理するものとする。

(ｱ) 委嘱精神科医等に対し支給する旅費は、山梨県職員旅費条例（昭和３２年

山梨県条例第５６号）、山梨県職員旅費支給規則（昭和３３年山梨県規則第

７号）及び山梨県警察職員の旅費支給に関する訓令（昭和４１年山梨県警察

本部訓令第１５号。以下「訓令」という。）の規定に基づき、支給額を算定

するものとする。

(ｲ) 旅行の出発地は、旅行の実態に応じて、委嘱精神科医等の勤務地、自宅等

個別に判断するものとする。また、旅費の計算は、訓令第９条第２号の規定

に基づき行うものとする。

ウ 警務課長又は所属長は、委嘱精神科医等に支援又は旅行を依頼したときは、

委嘱精神科医等から口座振込依頼書（第６号様式）を徴するものとする。ただ

し、当該精神科医等が既に口座振込依頼書を提出しているときは、記載内容に

変更がない限り再度の提出は不要とする。

５ 選定精神科医等による支援

(1) 実施手続

所属長は、選定精神科医等に支援の実施を依頼する際、カウンセリング等に要

する経費は警察で負担することをカウンセリング依頼書（第７号様式）をもって

説明し、併せて支援対象者に係る個人情報の保護に関する協力と連絡体制を確保

するものとする。

(2) 支出額

支出額は、選定精神科医等が支援対象者の精神的被害の回復に効果があると認

めたカウンセリング等に要した費用（初診料、再診料、通院精神療法料、カウン

セリング料、処方箋料、投薬料、検査料等をいう。（３）において「医療費等」

という。）の実費額とし、支援対象者１人当たり必要と認められる支援回数を実

施する。また、対象期間は原則として初診日から３年間とする。

(3) 支出手続

医療費等の支出は、原則として選定精神科医等への口座振込とする。ただし、

支援対象者が既に選定精神科医等に支払っているときは、支援対象者への口座振



込とすることができる。

(ｱ) 選定精神科医等への口座振込の場合

ａ 所属長は、選定精神科医等から医療・カウンセリング経費請求書（第８

号様式）を徴し、その内容について検収した上で速やかに警務課長に送付

するものとする。この場合において、医療・カウセリング経費請求書の内

容を充足するものであれば、様式は問わないこととする。

なお、２回以上の支援が必要な場合は、支援を実施した請求書を徴する

ものとする。

ｂ 警務課長は、請求書の送付を受けたときは、その内容を確認し、支出手

続を行うものとする。

(ｲ) 支援対象者への口座振込の場合

ａ 所属長は、支援対象者から当該支援に係る領収書等を添付した医療・カ

ウンセリング経費請求書（第９号様式）を徴し、その内容について検収し

た上で速やかに警務課長に送付するものとする。

ｂ 警務課長は、請求書の送付を受けたときは、その内容を確認し、支出手

続を行うものとする。

６ 運用上の留意事項

(1) 所属長は、精神科医等による支援を行うことについて犯罪被害者等の同意を得

る際には、当該犯罪被害者等が精神科医等による支援が必要である旨の発言はせ

ず、当該支援が利用可能であるとの説明にとどめるなど、犯罪被害者等の心情に

配意するとともに、犯罪被害者等が自主的に判断できるよう、その説明には十分

に注意すること。

(2) 支援申請は、支援対象者の希望により、委嘱精神科医等又は選定精神科医等を

選択することとし、双方を同時に混同して実施することはできないことに留意す

ること。

(3) 所属長は、支援対象者が精神科医等による支援を初めて受ける際には、当該犯

罪被害者等に係る事件等の内容を把握している職員を付き添わせ、支援開始前に、

捜査に支障を来さない範囲内で、当該職員から支援を実施する精神科医等に対し

事件の概要、支援対象者の精神状態等について説明させること。

(4) 精神科医等による支援は、４（２）ア（イ）及び５（２）のとおりとするが、

長期未検挙事件において、被疑者を逮捕した場合等捜査の進展に伴い、カウンセ

リング等の必要が認められるときは、再度支援を申請できるものとする。また、

その際の対象期間は、原則として再支援開始日から３年間とする。

第５ 性犯罪被害者の緊急避妊等経費支出制度

１ 制度の対象者



緊急避妊等経費支出制度の対象者は、性犯罪の被害申告をした犯罪被害者で医療

機関の診察が必要と認められるものとする。

なお、性犯罪の被害申告とは、被害の届出、警察安全相談又は性暴力１１０番と

しての申出等があったときとする。

２ 支出基準

緊急避妊等経費は、１の制度の対象者の場合であって、次のいずれかに該当する

ときを除き、支出するものとする。

ア 犯罪被害者がこの制度の利用を辞退したとき。

その他支出することが社会通念上適切でないと認められるとき。

３ 診察等の手続

所属長は、性犯罪の被害申告をした犯罪被害者について、その被害内容から医療

機関の診察が必要と認めたときは、原則として犯罪被害者に職員を同行させ、職員

から医療機関に、緊急避妊等経費は警察で負担することを説明させた上で、犯罪被

害者に医療機関の診察等を受けさせるものとする。

４ 支出額

支出額は、医療機関の診察に伴う実費額とし、次に掲げるものとする。

ア 初診料（資料採取、治療等の処置料及び投薬料を含む。）

イ 診断書料

ウ 検査費用（性感染症（ＨＩＶ（エイズ）、Ｂ型肝炎、クラミジア、淋病、梅

毒）の検査に要する費用及び薬物検査に要する費用をいい、再診費用を含む。）

エ 緊急避妊費用（避妊のための投薬その他の処置に要する費用をいう。）

オ 人工妊娠中絶費用

５ 支出手続

緊急避妊等経費の支出は、原則として医療機関への口座振込とする。ただし、犯

罪被害者等が既に医療機関に緊急避妊等経費を支払っているときは、犯罪被害者等

への口座振込とすることができる。

ア 医療機関への口座振込の場合

(ｱ) 所属長は、３の手続により医療機関の診察等を受けさせた後、緊急避妊等

経費支出申請書（第１０号様式。以下「支出申請書」という。）を作成し、

警務課長を経由して速やかに本部長に送付するものとする。

(ｲ) 警務課長は、申請の内容を確認の上、速やかに支出額を決定し、その結果

を所属長に回答するものとする。

(ｳ) 回答を受けた所属長は、医療機関から緊急避妊等経費請求書（第１１号様

式）を徴し、その内容について検収した上で速やかに警務課長に送付するも

のとする。この場合において、緊急避妊等経費請求書の内容を充足するもの



であれば、様式は問わないこととする。

(ｴ) 警務課長は、請求書の送付を受けたときは、その内容を確認し、支出手続

を行うものとする。

イ 犯罪被害者等への口座振込の場合

(ｱ) 所属長は、犯罪被害者が既に医療機関の診察等を受け、緊急避妊等経費と

して支出できる項目の費用を支払っているときは、支出申請書を作成し、医

療機関が発行した当該緊急避妊等経費の領収書を添付の上、警務課長を経由

して速やかに本部長に送付するものとする。ただし、亡失等により、緊急避

妊等経費の領収書を添付することができない場合は、医療機関に対して緊急

避妊等経費の金額を確認し、その結果を支出申請書に記載するものとする。

(ｲ) 警務課長は、申請の内容を確認の上、速やかに支出額を決定し、その結果

を所属長に回答するものとする。

(ｳ) 回答を受けた所属長は、犯罪被害者等から初診料等請求書（第１２号様式）

を徴し、その内容について検収した上で速やかに警務課長に送付するものと

する。

(ｴ) 警務課長は、初診料等請求書の送付を受けたときは、その内容を確認し、

支出手続を行うものとする。

６ 運用上の留意事項

(1) 初診料に含まれる治療等の処置料及び投薬料は初診時のものに限るものとす

る。

(2) 検査費用に含まれる再診費用は、検査結果を聞くための再診費用に限るものと

する。

(3) ５ア（ウ）の医療機関からの請求書の宛先は、「山梨県警察本部長」とするこ

と。また、請求書には、犯罪被害者のプライバシーを保護するため、犯罪被害者

の氏名等は記載させず、「○○警察署扱い被害者」と表記させること。

第６ 司法解剖後の遺体修復及び遺体搬送経費支出制度

１ 支出基準

(1) 遺体修復及び遺体搬送経費は、次のいずれかに該当するときを除き、支出する

ものとする。

ア 遺族がこの制度の利用を辞退したとき。

イ 犯罪被害者と加害者との間に親族関係があるとき。

ウ 犯罪被害者に当該犯罪行為を容認する行為があったとき。

エ 犯罪被害者に暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為があったとき。

オ 犯罪被害者が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認め

られる組織に属していたとき。



カ 被害の軽重を問わず、相互が被疑者と認められるとき。

キ 身元不明遺体等遺族が判明しないとき。

ク その他支出することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(2) （１）アからキまでに定める事由がある場合において、この定めにより遺体修

復及び遺体搬送経費を支出しないことが社会通念上適切でないと認められる特段

の事情があるときは、この定めにかかわらず、遺体修復及び遺体搬送経費を支出

することができる。この場合、特段の事情については、第３の５（２）の定めに

準ずるものとする。

(3) 遺体修復経費支出制度は、（１）に加えて、遺体修復の対象となる遺体（以下

「修復対象遺体」という。）の腐敗、炭化又は白骨化が著しいなどの状況から、

遺体修復による遺族の精神的被害の軽減等の効果が認められないときは適用しな

いものとし、所属長が、司法解剖に立ち会った職員の意見を参考とし、遺族感情

に照らし修復が必要と認めたときに適用するものとする。

２ 修復業務の支出手続等

(1) 業務内容

山梨大学医学部又は他の医科大学、病院等（以下「解剖場所」という。）で司

法解剖に付した遺体が、１の支出基準に該当したときに、当該痕跡を隠すことを

目的とした死化粧等を施す業務とする。

(2) 遺族の意思確認

所属長は、１の支出基準に照らし、修復対象遺体に対し修復が必要と認めたと

きは、遺族に対し遺体の修復を行うか否かについての意思確認を行うものとする。

また、所属長は、遺族に対する意思確認を行うに際し、遺体修復の概要を説明す

るとともに、遺体修復承諾書（第１３号様式）の提出を求め、警務部警務課犯罪

被害者支援室（以下「支援室」という。）に速やかに当該遺体修復承諾書を送付

するものとする。

(3) 遺体修復の場所及び立会い

ア 場所

遺体修復は、原則として、事件を管轄する警察署の死体安置室又はこれに準

ずる施設において行うものとする。

イ 立会い

所属長は、遺体修復に際して職員を立ち会わせ、修復対象遺体の管理を徹底

するものとする。

(4) 修復業務の手続等

ア 所属長は、司法解剖後の遺体修復経費支出制度により遺体の修復を行おうと

するときは、修復業者に修復予定日時、実施場所、遺体の損傷状況等について



電話連絡することにより修復を依頼し、支援室に速やかに遺体修復依頼書（第

１４号様式）を送付するものとする。

イ 所属長は、遺体修復終了後、修復業者から徴した遺体修復完了報告書（第１

５号様式）の内容について検収の上、警務課長を経由して速やかに本部長に報

告するものとする。

ウ 警務課長は、遺体修復完了報告書の送付を受けたときは、その内容を確認し、

修復業者からの請求に基づき支出手続を行うものとする。

３ 搬送業務の支出手続等

(1) 業務内容

解剖場所で司法解剖に付した遺体が、１の支出基準に該当したときに、遺族に

遺体を引き渡した場所（以下「引渡し場所」という。）から遺族の指定する場所

（以下「搬送先」という。）まで遺体を搬送する業務とする。

(2) 搬送車両

遺体搬送車両は、陸運局の認可車両（営業ナンバー）でストレッチャーが装着

された寝台型普通車又はバン型普通車を使用するものとする。

(3) 搬送料金等

ア 搬送料は、（６）の負担区分により、搬送先までの搬送距離に基づき支払う

ものとする。

イ 搬送の際は、遺体の状態に応じて敷布・掛布セット又は納体袋を１体ごとに

使用するものとし、その料金（以下「寝具料」という。）は、公費で負担する

ものとする。

ウ 搬送料金は、アの搬送料とイの寝具料の合計額に消費税を加算した額とする。

エ 車両留置料、深夜・早朝割増、冬期割増等の一切の料金加算は認めないもの

とする。

(4) 搬送に伴う附属品

遺体搬送に伴う附属品は、遺体の状態に応じて次のとおり使用するものとする。

(ｱ) 装着可能な遺体には、浴衣等を装着するものとし、その経費は搬送料金に

含む。

(ｲ) 遺体の腐敗の進行を低下させるために必要な場合は、ドライアイスの使用

等の必要な処置を行うものとする。ただし、その経費は搬送料金とは別に公

費で負担するため、使用の際は支援室に速やかに連絡すること。

(5) 搬送距離

搬送距離は、実際の走行距離とし、遺体搬送業務を受託した業者（以下「搬送

業者」という。）からの報告に基づき、当該遺体搬送に関わる職員がそれぞれ確

認して決定するものとする。

(6) 搬送料金の負担区分

ア 山梨県内の搬送先へ搬送するときは、搬送料金の全額を公費負担とする。



イ 山梨県内の引渡し場所から山梨県外の搬送先へ搬送するときは、山梨県内の

搬送区間の搬送料金は公費負担とし、山梨県外の搬送区間の搬送料金は遺族負

担とする。

ウ 山梨県外の引渡し場所から山梨県外の搬送先に搬送するときは、当該引渡し

場所の存する県の県境までの搬送料金は公費負担とし、当該県境を越えた区間

の搬送料金は遺族負担とする。

(7) 有料道路及び高速道路の利用等

ア 有料道路及び高速道路は、次の場合に利用できるものとする。ただし、遺族

が利用料金の負担を申し出た場合は、この限りでない。

(ｱ) 有料道路の利用は、有料道路を利用しなければ著しく迂回することとなる

場合等、その有料道路の利用が一般的である場合

(ｲ) 高速道路の利用は、利用距離がおおむね２０キロメートル以上である場合

又は時間短縮効果がおおむね３０分以上ある場合

イ 有料道路及び高速道路の利用料金の負担区分

(ｱ) 山梨県内の搬送先へ搬送するときは、利用料金の全額を公費負担とする。

(ｲ) 山梨県内の引渡し場所から山梨県外の搬送先へ搬送するときは、山梨県内

の利用料金は公費負担とし、山梨県外の利用料金は遺族負担とする。

(ｳ) 山梨県外の引渡し場所から山梨県外の搬送先に搬送するときは、当該引渡

し場所の存する県の県境までの利用料金は公費負担とし、当該県境を越えた

区間の利用料金は遺族負担とする。

(8) 搬送業務の手続等

ア 所属長は、司法解剖後の遺体搬送経費支出制度により遺体を搬送しようとす

るときは、搬送業者に遺体搬送依頼書（第１６号様式）の記載内容を電話連絡

することにより搬送を依頼し、支援室に速やかに当該依頼書を送付するものと

する。

イ 所属長は、遺体搬送終了後、搬送業者から徴した遺体搬送完了報告書（第１

７号様式）の内容について検収及び搬送料金等の請求書の内容を確認の上、警

務課長を経由して速やかに本部長に送付するものとする。

ウ 警務課長は、遺体搬送完了報告書及び搬送料金等の請求書の送付を受けたと

きは、その内容を確認し、支出手続を行うものとする。

４ 運用上の留意事項

(1) 遺体修復場所については、遺族が特定の場所を希望した場合、なるべく遺族の

希望に添うように心掛け、特に遺体搬送業務も行う場合については、遺体搬送に

おける遺族の希望する場所と調整を図ること。

(2) 遺体の搬送先が山梨県外である場合には、搬送料金の一部を遺族が負担するこ

ととなることから、遺族に公費による遺体搬送の意思を確認する際に、３（６）

及び（７）に定める経費の負担区分を説明して遺族の同意を得て、搬送後に紛議



が生じないようにすること。

(3) 遺体に装着する浴衣は搬送業者が用意するので、その旨を遺族に説明すること

（棺を使用する場合は遺族負担となる。）。

(4) 司法解剖の終了時間が遅れるような場合には、搬送業者との連絡を密にして、

引渡し場所に遺体搬送車両を長時間留置させないよう配意すること。

(5) 遺体搬送依頼書の「参考事項」欄には、遺体の状態（焼死体又は腐乱死体であ

る等）を記載するとともに、附属品使用の有無について記載すること。

第７ 被害直後における犯罪被害者等への一時避難場所借上料支出制度

１ 制度の対象者

一時避難場所借上料支出制度の対象者は、犯罪被害者等のうち、次のいずれかに

該当し、かつ、自ら居住場所（公的施設のほか、親類、知人宅等を含む。）を確保

することが困難であると認められる者とする。

なお、ストーカー・配偶者からの暴力事案の被害者等に関する一時避難を行う場

合には、ストーカー・配偶者からの暴力事案の被害者等の一時避難等に係る公費負

担の運用要領の制定について（平成２７年５月１４日付け、例規甲（少少）第１９

号）により実施すること。

ア 当該犯罪行為に起因する自宅の破壊・汚損等により、物理的に自宅での居住

が困難な状況であるとき。

イ 犯罪被害者等が自宅に引き続き居住することにより、精神的な二次的被害を

受けるおそれがあるとき。

ウ 犯罪被害者等が、加害者による再被害、関係者による報復等の加害行為を受

けるおそれがあるとき。

エ 社会的反響が大きい事件で、犯罪被害者等の平穏な生活が阻害されるなど、

精神的な二次的被害を受けるおそれがあるとき。

オ その他一時避難措置を行う必要があると認めたとき。

２ 支出基準

(1) 一時避難場所借上料は、１の制度の対象者の場合であって、次のいずれかに該

当するときを除き、支出するものとする。

ア 犯罪被害者等がこの制度の利用を辞退したとき。

イ 犯罪被害者と加害者との間に親族関係があるとき。

ウ 犯罪被害者に当該犯罪行為を容認する行為があったとき。

エ 犯罪被害者に暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為があったとき。

オ 犯罪被害者が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認め

られる組織に属していたとき。

カ 被害の軽重を問わず、相互が被疑者と認められるとき。



キ その他支出することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(2) （１）アからカまでに定める事由がある場合において、この定めにより一時避

難場所借上料を支出しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情

があるときは、この定めにかかわらず、一時避難場所借上料を支出することがで

きる。この場合、特段の事情については、第３の５（２）の定めに準ずるものと

する。

３ 支出額

(1) 支出額は、一時避難措置として利用するホテル等の宿泊施設（以下「ホテル等」

という。）の宿泊に要する経費（サービス料及び駐車料金を含む。）の実費額と

し、食事代、通信費、ホテル等内の他の施設利用料等は含まないものとする。

(2) 一時避難措置の期間は、原則３泊以内とする。ただし、所属長は、宿泊期間の

延長の必要があると認めるときは、警務課長及び事件主管課長と協議して宿泊期

間を延長することができるものとする。

４ 支出手続

(1) 所属長は、２の支出基準に該当し、一時避難措置を必要とすると認めたときは、

犯罪被害者等に説明し、意思を確認した上で、一時避難場所借上料支出申請書（第

１８号様式）を作成し、速やかに警務課長を経由して本部長に送付するものとす

る。

なお、申請に当たっては、事前に事件主管課長と協議するものとする。

(2) 警務課長は、支出が妥当か否かの判断を速やかに行い、その結果を所属長に回

答するものとする。

(3) 支出が妥当との回答を受けた所属長は、ホテル等の選定について、警務課長及

び事件主管課長と協議した上で決定し、決定したホテル等の担当者に一時避難措

置に係る経費は警察で負担することを一時避難場所借上依頼書（第１９号様式）

をもって説明し、依頼するものとする。この場合、犯罪被害者等に係る個人情報

の保護に関する協力と連絡体制を確保するものとする。

(4) 所属長は、一時避難措置の終了後、（３）で決定したホテル等から、一時避難

場所借上請求書（第２０号様式）を徴し、その内容について検収した上で速やか

に警務課長に送付するものとする。この場合において、一時避難場所借上請求書

の内容を充足するものであれば、様式は問わないこととする。

(5) 警務課長は、一時避難場所借上請求書の送付を受けたときは、その内容を確認

し、支出手続を行うものとする。

５ 運用上の留意事項

(1) 本制度は、他の居住場所を確保することができない場合の措置であることから、

他の施設等の利用が可能な場合又はほかの制度による公的機関への避難若しくは



必要経費の公的給付が可能な場合は、これらの利用を優先させること。

(2) 一時避難措置として利用するホテル等は、事案の内容、地域の実情等を勘案の

上、一時避難措置に適したホテル等を選定すること。

(3) この制度の趣旨に鑑み、一時避難措置の対象者の氏名、ホテル等の名称、場所

等一時避難措置に関係する事項について保秘を徹底すること。

(4) 捜査上の必要から自宅の使用を禁止した場合のホテル等の借上げに要する経費

は、本制度に含まないものとする。

第８ ハウスクリーニング経費支出制度

１ 支出対象事件

ハウスクリーニング経費の支出対象事件は、次に掲げる罪名の身体犯で、かつ、

犯罪被害者の自宅が犯罪行為の現場となった事件とする。

ア 殺人（未遂を含む。）

イ 強盗致死

ウ 強盗・不同意性交等致死

エ 不同意わいせつ等致死

オ 逮捕等致死

カ 傷害致死

キ その他事件の内容、犯罪被害者等の置かれた状況等を踏まえ、ハウスクリー

ニング経費を警察で負担することが必要であると所属長が認めたもの

２ 支出基準

(1) ハウスクリーニング経費は、１の支出対象事件の犯罪被害者等の場合であって、

次のいずれかに該当するときを除き、支出するものとする。

ア 犯罪被害者等がこの制度の利用を辞退したとき。

イ 犯罪被害者と加害者との間に親族関係があるとき。

ウ 犯罪被害者に当該犯罪行為を容認する行為があったとき。

エ 犯罪被害者に暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為があったとき。

オ 犯罪被害者が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認め

られる組織に属していたとき。

カ 被害の軽重を問わず、相互が被疑者と認められるとき。

キ その他支出することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(2) （１）アからカまでに定める事由がある場合において、この定めによりハウス

クリーニング経費を支出しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の

事情があるときは、この定めにかかわらず、ハウスクリーニング経費を支出する

ことができる。この場合、特段の事情については、第３の５（２）の定めに準ず

るものとする。



３ 支出額

支出額は、支出対象事件に係る自宅の清掃作業（血痕、吐しゃ物、排泄物、異臭

等の除去等）に必要な経費の実費額とし、犯罪行為によって破損した建具、家具等

の交換、修復等に要する経費は含まないものとする。

４ 支出手続

(1) 所属長は、２の支出基準に該当し、ハウスクリーニングを必要とすると認めた

ときは、犯罪被害者等に説明し意思を確認した上で、ハウスクリーニング経費支

出申請書（第２１号様式）を作成し、速やかに警務課長を経由して本部長に送付

するものとする。

なお、申請に当たっては、事前に事件主管課長及び刑事部鑑識課長と協議する

ものとする。

(2) 警務課長は、支出が妥当か否かの判断を速やかに行い、その結果を所属長に回

答するとともに、支出が妥当と判断した場合には、ハウスクリーニング実施業者

（以下「実施業者」という。）に対してハウスクリーニングの実施を依頼するも

のとする。

(3) 警務課長は、（２）で依頼した実施業者の連絡先等を所属長に伝え、当該所属

長は、実施業者と必要な調整をするものとする。

(4) 所属長は、ハウスクリーニングの終了後実施状況の確認を行い、実施業者から

ハウスクリーニング経費請求書（第２２号様式）を徴し、その内容について検収

した上で速やかに警務課長に送付するものとする。この場合において、ハウスク

リーニング経費請求書の内容を充足するものであれば、様式は問わないこととす

る。

(5) 警務課長は、ハウスクリーニング経費請求書の送付を受けたときは、その内容

を確認し、支出手続を行うものとする。

５ 運用上の留意事項

これまでも、各種犯罪被害現場では、職員が犯罪被害者等の心情に配意し、可能

な限り復元に努めた上で引渡しを行ってきたところであり、今後もこれら警察とし

ての基本的な対応は何ら変わるものではない。

第９ その他

支出対象事件の把握を確実に行うとともに、支出基準に該当するものについては、

犯罪被害者等にこの制度を十分に説明し、確実に支出手続を執ること。

なお、犯罪被害者等に虚偽申告の疑いがある場合又は被疑者に対する処罰意思が曖

昧な場合には、支出を見合わせるなどの方法により処理し、不要な支出の防止に努め

ること。














































